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奈良市報告第３５号

平成２９年度決算に基づく奈良市財政の
健全化判断比率の報告について　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、平成２９年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を

付けて次のとおり報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と記載している。

比　率　名
平成 29 年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ―  11.25

連結実質赤字比率 ―  16.25

実質公債費比率（３か年平均）  12.7 25.0

将来負担比率 161.1 350.0

－ 04 － － 1－



奈良市報告第３６号

平成２９年度決算に基づく奈良市公営企業の
資金不足比率の報告について　　　　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定により、平成２９年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意

見を付けて次のとおり報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　�　資金不足比率は、資金不足額がないため、「―」と記載している。

会計の名称
平成 29 年度決算に
基づく資金不足比率

経営健全化基準

法
適
用

水道事業会計 ―

20.0下水道事業会計 ―

病院事業会計 ―

－ 2－ － 3－



奈良市報告第５１号

奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２８年度
～平成２９年度）及び実施計画（平成３０年度～平成３２年度）
の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２８年度～平成２９年度）及び

実施計画（平成３０年度～平成３２年度）について、奈良市行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５条第１項及び第２項の規定によ

り、次のとおり報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

１�　奈良市第４次総合計画【後期基本計画】実施状況（平成２８年度～平成２９年度）及

び実施計画（平成３０年度～平成３２年度）（別冊）

－ 2－ － 3－



奈良市報告第５２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　平成３０年度奈良市一般会計補正予算（第２号）

－ 4－ － 5－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成３０年７月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　平成３０年度奈良市一般会計補正予算（第２号）

－ 4－ － 5－



平成３０年度奈良市一般会計
補正予算（第２号）　　　　

　平成３０年度奈良市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８０，０００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１３０，６２７，１００千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

－ 6－ － 7－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

第２表　地方債補正

　１．変更分

款 項 補正前の額 補　正　額 計

22．市 債
千円

13,253,100
千円

80,000
千円

13,333,100

1 ．市 債 13,253,100 80,000 13,333,100

歳 入 合 計 130,547,100 80,000 130,627,100

款 項 補正前の額 補　正　額 計

3 ．民 生 費
千円

58,702,522
千円

4,000
千円

58,706,522

2 ．児 童 福 祉 費 19,812,528 4,000 19,816,528

11．教 育 費 10,281,377 76,000 10,357,377

2 ．小 学 校 費 1,204,243 45,000 1,249,243

3 ．中 学 校 費 752,047 31,000 783,047

歳 出 合 計 130,547,100 80,000 130,627,100

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

福 祉 施 設 整 備 事 業
千円

1,121,100
千円

1,125,100

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 370,400 446,400

計 13,253,100 13,333,100

－ 6 － － 7－
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奈良市報告第５３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 16 － － 17 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成３０年７月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 18 － － 19 －



市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について　　　　　　　　

　本市は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所に

訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第３項及び第４項

の規定により徴収する金銭を支払え。

　⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

－ 18 － － 19 －



別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

1

転貸・長期
不使用　　

不法占有

－ 20 － － 21 －



奈良市報告第５４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 20 － － 21 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２９年１１月１８日午後６時４０分頃、奈良市学園中二丁目地内において発生し

た、市道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤが損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　２８，９６０円

－ 22 － － 23 －



奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 22 － － 23 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年３月１０日午後８時頃、奈良市小倉町地内において発生した、市道の穴ぼこ

により、走行していた相手方の軽自動車のホイールが損傷した事故について、和解により

次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１６，１３０円

－ 24 － － 25 －



奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 24 － － 25 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年３月２５日午後７時３０分頃、奈良市針町地内において発生した、市道の穴

ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、和解

により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１４６，３９４円

－ 26 － － 27 －



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 26 － － 27 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年４月１６日午前９時３０分頃、奈良市南京終町二丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方の軽自動車と接触し、相手方が負傷した事故について、和解に

より次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　３７８，７７３円

－ 28 － － 29 －



奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 28 － － 29 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年３月２３日午後４時３０分頃、奈良市東向中町地内において発生した、本市

の公用車が相手方の普通自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　４０４，８２０円

－ 30 － － 31 －



奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 30 － － 31 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成３０年７月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年６月１４日午後１０時頃、奈良市月ヶ瀬石打地内において発生した、市道の

穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１８５，０００円

－ 32 － － 33 －



奈良市議案第８４号

平成３０年度奈良市一般会計
補正予算（第３号）　　　　

　平成３０年度奈良市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７９８，２９６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３１，４２５，３９６千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－32－ － 33 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

13．分 担 金 及 び
負 担 金

千円
1,371,922

千円
5,250

千円
1,377,172

1 ．分 担 金 13,165 5,250 18,415

15．国 庫 支 出 金 23,514,940 28,369 23,543,309

1 ．国 庫 負 担 金 20,244,723 2,200 20,246,923

3 ．国 庫 委 託 金 160,227 2,800 163,027

4 ．国 庫 交 付 金 1,813,926 23,369 1,837,295

16．県 支 出 金 8,362,787 21,858 8,384,645

2 ．県 補 助 金 1,988,096 21,858 2,009,954

20．繰 越 金 11,700 568,919 580,619

1 ．繰 越 金 11,700 568,919 580,619

21．諸 収 入 3,294,613 1,000 3,295,613

4 ．雑 入 1,954,223 1,000 1,955,223

22．市 債 13,333,100 172,900 13,506,000

1 ．市 債 13,333,100 172,900 13,506,000

歳 入 合 計 130,627,100 798,296 131,425,396

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 ．総 務 費
千円

14,232,833
千円

76,500
千円

14,309,333

1 ．総 務 管 理 費 10,566,069 60,000 10,626,069

2 ．企 画 費 1,549,701 16,500 1,566,201

－ 34 － － 35 －



款 項 補正前の額 補　正　額 計

3 ．民 生 費
千円

58,706,522
千円

369,403
千円

59,075,925

1 ．社 会 福 祉 費 25,498,815 107,518 25,606,333

2 ．児 童 福 祉 費 19,816,528 94,338 19,910,866

3 ．生 活 保 護 費 13,157,553 164,747 13,322,300

4 ．国 民 年 金
事 務 費 233,626 2,800 236,426

4 ．衛 生 費 11,233,080 70,222 11,303,302

1 ．保 健 衛 生 費 2,968,313 5,500 2,973,813

2 ．保 健 所 費 1,878,530 17,742 1,896,272

3 ．清 掃 費 5,764,466 46,980 5,811,446

8 ．観 光 費 996,657 1,000 997,657

1 ．観 光 費 996,657 1,000 997,657

9 ．土 木 費 9,785,513 147,971 9,933,484

1 ．土 木 管 理 費 117,341 6,000 123,341

2 ．道 路 橋 梁 費 2,933,039 40,000 2,973,039

3 ．河 川 費 381,226 45,000 426,226

4 ．都 市 計 画 費 3,940,586 55,771 3,996,357

6 ．住 宅 費 487,010 1,200 488,210

11．教 育 費 10,357,377 99,900 10,457,277

1 ．教 育 総 務 費 2,578,156 70,000 2,648,156

2 ．小 学 校 費 1,249,243 26,800 1,276,043

3 ．中 学 校 費 783,047 3,100 786,147

12．災 害 復 旧 費 44,000 33,300 77,300

1 ．農林水産業施設災 害 復 旧 費 12,000 30,000 42,000

3 ．教 育 施 設
災 害 復 旧 費 ― 3,300 3,300

歳 出 合 計 130,627,100 798,296 131,425,396

－ 34 － － 35 －



第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

第３表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

文 化 振 興 施 設 整 備 事 業
千円

49,000
千円

65,500

保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 1,103,000 1,108,500

清 掃 施 設 整 備 事 業 450,600 453,400

都 市 計 画 事 業 1,077,500 1,133,200

公 営 住 宅 建 設 事 業 98,400 99,600

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 446,400 534,100

災 害 復 旧 事 業 36,300 39,800

計 13,333,100 13,506,000

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

こ ど も 園 給 食 調 理 業 務 委 託 平成30年度から
平成31年度まで

千円

27,000

－ 36 － － 37 －



奈良市議案第８５号

平成３０年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）　　

　平成３０年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４６６，８４７千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，０６６，８４７千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－36－ － 37 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　「第８款　諸収入」を「第９款　諸収入」に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 ．県 支 出 金
千円

26,484,224
千円

5,130
千円

26,489,354

1 ．県 補 助 金 26,484,224 5,130 26,489,354

7 ．繰 入 金 2,434,903 379,059 2,813,962

2 ．基 金 繰 入 金 ― 379,059 379,059

8． 繰 越 金 ― 82,658 82,658

1 ．繰 越 金 ― 82,658 82,658

歳 入 合 計 36,600,000 466,847 37,066,847

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 ．総 務 費
千円

368,085
千円

5,130
千円

373,215

1 ．総 務 管 理 費 277,891 5,130 283,021

8 ．諸 支 出 金 45,526 461,717 507,243

1 ．還 付 及 び
還 付 加 算 金 40,726 461,717 502,443

歳 出 合 計 36,600,000 466,847 37,066,847

－ 38 － － 39 －



奈良市議案第８６号

平成３０年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第１号）

　平成３０年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２４０，６２２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，９４０，６２２千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－38－ － 39 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　「第７款　諸収入」を「第８款　諸収入」に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

6 ．繰 入 金
千円

4,588,044
千円

16,688
千円

4,604,732

2 ．基 金 繰 入 金 ― 16,688 16,688

7 ．繰 越 金 ― 223,934 223,934

1 ．繰 越 金 ― 223,934 223,934

歳 入 合 計 31,700,000 240,622 31,940,622

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 ．諸 支 出 金
千円

12,000
千円

240,622
千円

252,622

1 ．償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 12,000 240,622 252,622

歳 出 合 計 31,700,000 240,622 31,940,622

－ 40 － － 41 －



－ 40 － － 41 －



－ 42 － － 43 －



－ 42 － － 43 －



－ 44 － － 45 －



－ 44 － － 45 －



－ 46 － － 47 －



－ 46 － － 47 －



－ 48 － － 49 －



－ 48 － － 49 －



－ 50 － － 51 －



－ 50 － － 51 －



－ 52 － － 53 －



－ 52 － － 53 －



－ 54 － － 55 －



－ 54 － － 55 －



－ 56 － － 57 －



－ 56 － － 57 －



－ 58 － － 59 －



－ 58 － － 59 －



－ 60 － － 61 －



－ 60 － － 61 －



－ 62 － － 63 －



－ 62 － － 63 －



－ 64 － － 65 －



－ 64 － － 65 －



－ 66 － － 67 －



－ 66 － － 67 －



－ 68 － － 69 －



－ 68 － － 69 －



－ 70 － － 71 －



－ 70 － － 71 －



－ 72 － － 73 －



－ 72 － － 73 －



－ 74 － － 75 －



－ 74 － － 75 －



－ 76 － － 77 －



－ 76 － － 77 －



－ 78 － － 79 －



－ 78 － － 79 －



－ 80 － － 81 －



－ 80 － － 81 －



－ 82 － － 83 －



－ 82 － － 83 －



－ 84 － － 85 －



－ 84 － － 85 －



－ 86 － － 87 －



－ 86 － － 87 －



－ 88 － － 89 －



奈良市議案第８７号

平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）　　　　　　

（総則）

第�１条　平成３０年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（資本的収入及び支出）

第�２条　平成３０年度奈良市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条本文括弧

書中「不足する額２，２９９，０００千円」を「不足する額２，０９８，３３６千円」

に、「過年度分損益勘定留保資金２，２３３，６４０千円」を「過年度分損益勘定留保

資金２，０３２，９７６千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　�　3,823,000千円　 　�△200,664千円� 3,622,336千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　　�1,934,596千円　 　�△200,664千円� �1,733,932千円

（継続費）

第�３条　予算第５条に定めた継続費を次のとおり改める。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

款 項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　　額 年度 年　割　額 総　　額 年度 年　割　額

資本的
支　出

建設改
良　費

口径600
粍 配 水
本管更生
工 事

千円

619,920

30
千円

227,880
千円

766,800

30
千円

27,216

31 353,160 31 395,604

32 �38,880 32 343,980

－ 88 － － 89 －



附　　属　　書　　類

１．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

２．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（第１号）

３．平成３０年度　奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第１号）

４．平成３０年度　奈良市水道事業会計補正予算（第１号）参考書

－ 90 － － 91 －



平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）実施計画　　

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資本的支出 3,823,000 △200,664 3,622,336

１. 建設改良費 1,934,596 △200,664 1,733,932

３.配水施設改良費 1,159,811 △200,664 959,147

－ 90 － － 91 －



平成３０年度奈良市水道事業会計補正予定
キャッシュ・フロー計算書（第１号）　　
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

� （単位：千円）
１．業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　当年度純利益（△は純損失）� 326,103
　　　減価償却費� 3,040,198
　　　引当金の増減額（△は減少）� 59,381
　　　長期前受金戻入額� △�1,292,554
　　　受取利息� △�400
　　　支払利息� 249,986
　　　ダム負担金利息� 78,155
　　　固定資産除却損� 35,796
　　　未収金の増減額（△は増加）� 117,728
　　　未収消費税等の増減額（△は増加）� △�47,067
　　　未払金の増減額（△は減少）� △�92,596
　　　未払消費税等の増減額（△は減少）� △�64,003
　　　その他流動資産の増減額（△は増加）� △�2
　　　小計� 2,410,725
　　　利息の受取額� 400
　　　利息の支払額� △�328,141
　　　業務活動によるキャッシュ・フロー� 2,082,984

２．投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出� △�1,794,211
　　　負担金による収入� 566,445
　　　分担金による収入� 302,081
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー� △�925,685

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　一時借入れによる収入� 500,000
　　　一時借入金の返済による支出� △�500,000
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入� 696,600
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出� △�1,097,472
　　　長期割賦金の償還による支出� △�691,465
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー� △�1,092,337

　　　資金増加額� 64,962
　　　資金期首残高� 5,712,045
　　　資金期末残高� 5,777,007
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平成３０年度奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第１号）
（平成３１年３月３１日）

�
（単位：千円）

資　　産　　の　　部�
１．固　定　資　産
⑴　有 形 固 定 資 産
イ 土 地 4,139,171
ロ 建 物 4,579,136
� 減 価 償 却 累 計 額 △�2,022,912 2,556,224
ハ 構 築 物 86,372,883

減 価 償 却 累 計 額 △�43,725,472 42,647,411
ニ 機 械 及 び 装 置 19,227,848

減 価 償 却 累 計 額 △�14,095,348 5,132,500
ホ 車 両 運 搬 具 110,093

減 価 償 却 累 計 額 △�71,651 38,442
ヘ 器 具 備 品 171,044

減 価 償 却 累 計 額 △�120,423 50,621
ト 建 設 仮 勘 定 311,648
有 形 固 定 資 産 合 計 54,876,017

⑵　無 形 固 定 資 産
イ ダ ム 使 用 権 19,631,620
ロ 水 利 権 63,645
ハ その他無形固定資産 1,248,579
無 形 固 定 資 産 合 計 20,943,844

⑶　投� 資
イ 出 資 金 3,175
投 資 合 計 3,175

固 定 資 産 合 計 75,823,036
２．流　動　資　産
⑴　現　　金　　預　　金 5,777,007
⑵　未　　　　収　　　　金 773,778

貸 倒 引 当 金 △�46,064 727,714
⑶　貯　　　　蔵　　　　品 29,916
⑷　前　　　　払　　　　金 96,509
⑸　短 　 期 　 貸 　 付 　 金 42,899
⑹　そ の 他 流 動 資 産 1,114
流 動 資 産 合 計 6,675,159
資 � 産 � 合 � 計 82,498,195
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負　　債　　の　　部�
３．固　定　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 14,720,097
企 業 債 合 計 14,720,097

⑵　引　　　　当　　　　金
イ 退 職 給 付 引 当 金 1,232,526
引 当 金 合 計 1,232,526

⑶　長 期 未 払 割 賦 金　 1,173,291
固 定 負 債 合 計 17,125,914

４．流　動　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 1,038,970
企 業 債 合 計 1,038,970

⑵　ダ ム 割 賦 負 担 金 556,523
⑶　未　　　　払　　　　金 315,905
⑷　前　　　　受　　　　金 16,745
⑸　引　　　　当　　　　金
イ 賞 与 引 当 金 115,048
引 当 金 合 計 115,048

⑹　預　　　　り　　　　金 390,563
流 動 負 債 合 計 2,433,754

５．繰　延　収　益
⑴　長 　 期 　 前 　 受 　 金 52,099,042
⑵　収　益　化　累　計　額 △�22,858,242 29,240,800
繰 延 収 益 合 計 29,240,800
負 債 合 計 48,800,468

－ 94 － － 95 －



資　　本　　の　　部�
６．資　　本　　金 11,982,951
７．剰　　余　　金
⑴　資 　 本 　 剰 　 余 　 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 1,364,952
ロ 諸 補 助 金 106,602
ハ 分 担 金 5,401,638
ニ 負担金その他諸収入 11,743,704
資 本 剰 余 金 合 計 18,616,896

⑵　利 　 益 　 剰 　 余 　 金
イ 減 債 積 立 金 700,000
ロ 水道老朽施設更新積立金 2,000,000
ハ 当年度未処分利益剰余金 397,880
利 益 剰 余 金 合 計 3,097,880

剰 余 金 合 計 21,714,776
資 本 合 計 33,697,727
負 債 資 本 合 計 82,498,195
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平成３０年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）参考書　　　

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資� 本� 的
支���� 出 3,823,000 △200,664 3,622,336

１. 建設改良費 1,934,596 △200,664 1,733,932

３.配水施設
改� 良� 費 1,159,811 △200,664 959,147

�工事請負費 898,290 △200,664 697,626
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奈良市議案第８８号

奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正について　　　　　

　奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を次

のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例

　奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６年

奈良市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「奈良市長の選挙の場合に限る。」を削る。

　第２条中「第５条」の次に「、第５条の２、第５条の４」を加える。

　第５条の２及び第５条の４中「奈良市長の選挙における」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年３月１日から施行する。

　（適用区分）

２�　この条例による改正後の奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期

日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙に

ついては、なお従前の例による。

　（提案理由）

　公職選挙法の一部改正により、議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布が可能

になったことに伴い、その公費負担に関し所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第８９号

奈良市手数料条例の一部改正について

　奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市手数料条例の一部を改正する条例

　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第４７項中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第２項第２号」に改め、同項

を同表第４７の２項とし、同表第４６の３項の次に次のように加える。

　別表第７１項を次のように改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

４７ 建築物の敷地
と道路との関
係の建築認定
申請手数料

建築基準法第４３条第２項第１号
の規定に基づく建築の認定の申請
に対する審査

１件につき　　　　　　　
� ２７，０００円

７１ 仮設興行場等
建築許可申請
手数料

建築基準法第８
５条第５項の規
定に基づく仮設
興行場等の建築
の許可の申請に
対する審査

仮設の期間が
３月以内の場
合

１件につき　　　　　　　
� ６０，０００円

仮設の期間が
３月を超える
場合

１件につき　　　　　　　
� １２０，０００円

建築基準法第８５条第６項の規
定に基づく仮設興行場等の建築
の許可の申請に対する審査

１件につき　　　　　　　
� １６０，０００円
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　（提案理由）

　建築基準法の一部改正に伴い、接道規制の適用除外となる建築物に係る審査手数料を見

直すほか、仮設興行場等の設置期間の特例の認定に係る審査手数料を新設しようとするも

のである。
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奈良市議案第９０号

奈良市立こども園設置条例等の一部改正について

　奈良市立こども園設置条例等の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例

　（奈良市立こども園設置条例の一部改正）

第�１条　奈良市立こども園設置条例（平成２６年奈良市条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。

　　第２条の表に次のように加える。

　（奈良市立保育所設置条例の一部改正）

第�２条　奈良市立保育所設置条例（平成１７年奈良市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。

　　第２条の表辰市保育園の項及び学園南保育園の項を削る。

　（奈良市立学校設置条例の一部改正）

第�３条　奈良市立学校設置条例（昭和３９年奈良市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

　�　第２条の表幼稚園の部奈良市立伏見幼稚園の項、奈良市立あやめ池幼稚園の項及び奈

良市立辰市幼稚園の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

奈良市立辰市こども園 奈良市杏町４１４番地の４ ２１５人

奈良市立学園南こども園 奈良市学園南三丁目１５番２８号 ２５５人

奈良市立伏見こども園 奈良市菅原町３６７番地 １７０人
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　（提案理由）

　奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基づき、幼稚園及び保育所の一部を再編し、幼

保連携型認定こども園を設置するため、関係条例の規定を整備しようとするものである。

－ 100 － － 101 －



奈良市議案第９１号

奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について　　　　　

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年奈良市

条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２号中「いう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条に次の２項

を加える。

２�　市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、

前項第２号の規定を適用しないことができる。

　⑴�　家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。

　⑵�　次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。

３�　前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に

確保しなければならない。

　⑴�　当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場

合　第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所
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内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

　⑵�　事業実施場所において代替保育が提供される場合　事業の規模等を勘案して小規模

保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

　第１７条第２項に次の１号を加える。

　⑷�　保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該

家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務

を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに

健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量

の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として

市が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２３条に規定する家庭的保育事業を行

う場所（第２４条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第３項において

同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。）

　第２９条第７号イの表４階以上の階の項及び第４４条第８号イの表４階以上の階の項中

「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国

土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められ

るものに限る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を

有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、「同条第３項第２

号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び第１０号」に改める。

　第４６条中「第７条第１号」を「第７条第１項第１号」に改める。

　附則第２項中「の前日」を「（以下「施行日」という。）の前日」に改め、「行う者」

の次に「（次項において「施設等」という。）」を加え、「この条例の施行の日後に」を

「施行日後に」に、「この条例の施行の日から」を「施行日から」に改め、附則第５項中

「この条例の施行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第６項とし、附則第４項中「こ

の条例の施行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第５項とし、附則第３項中「この条

例の施行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第４項とし、附則第２項の次に次の１項

を加える。

３�　前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２３条に規定する家庭的保

育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を得た施設等については、

施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、第１６条、第２３条第４号（調理

設備に係る部分に限る。）及び第２４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規
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定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、第３条に規定する

利用乳幼児への食事の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第

１１条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の

社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必要な体

制を確保するよう努めなければならない。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　基準省令の一部改正に伴い、家庭的保育事業所等における連携施設の確保の例外等に係

る規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第９２号

奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の全部改正について　　　　　　　　

　奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部を次の

ように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

　奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

奈良市条例第５４号）の全部を改正する。

　（趣旨）

第�１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

３４条の８の２第１項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「放課後児童健全育成

事業基準」という。）において使用する用語の例による。

　（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準）

第�３条　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほ

か、放課後児童健全育成事業基準の定めるところによる。

　（暴力団の排除）

第�４条　放課後児童健全育成事業者は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例

（平成２４年奈良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとなら

ないようにしなければならない。

　（委任）

－ 104 － － 105 －



第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

　（放課後児童健全育成事業基準の規定の引用に関する経過措置）

第�２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、放課後児童健全育成事業基準の附則及

び放課後児童健全育成事業基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

　（設備の基準の経過措置）

第�３条　子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成２４年法律第６７号）の施行の日（以下「法施行日」という。）の前日において

現に存する放課後児童健全育成事業所については、平成３２年３月３１日までの間、第

３条の規定によりその定めるところによるとされる放課後児童健全育成事業基準第９条

第２項の規定は、適用しないことができる。

　（支援の単位の経過措置）

第�４条　法施行日の前日において現に存する放課後児童健全育成事業所については、平成

３２年３月３１日までの間、第３条の規定によりその定めるところによるとされる放課

後児童健全育成事業基準第１０条第４項の規定は、適用しないことができる。

　（提案理由）

　基準省令の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準につ

いて所要の規定を整備するほか、独自基準の明確化の観点から、条例の構造を基準省令を

引用する方式に改めようとするものである。

－ 106 － － 107 －



奈良市議案第９３号

奈良市共同浴場条例の一部改正について

　奈良市共同浴場条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市共同浴場条例の一部を改正する条例

　奈良市共同浴場条例（昭和３９年奈良市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表奈良市横井共同浴場の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　横井共同浴場の廃止に伴い、所要の改正を行おうとするものである。

－ 106 － － 107 －



奈良市議案第９４号

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４８年奈良市条例第３５号）の一部を

次のように改正する。

　別表第１ごみ、燃え殻等の処分の項中「６０円」を「１００円」に、「１００円」を「

１６０円」に改める。

　別表第２中「２００円」を「２６０円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１及び別表

第２の規定は、平成３１年４月１日以後に処理する廃棄物に係る手数料及び処分費用に

ついて適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料及び処分費用については、なお従

前の例による。

　（提案理由）

　一般廃棄物処理手数料を改定し、受益者の費用負担の適正化を図るほか、所要の改正を

行おうとするものである。

－ 108 － － 109 －



奈良市議案第９５号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定

める条例の一部を改正する条例

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例（平成２５年奈良市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

　別表特定非営利活動法人アゴラ音楽クラブの項から特定非営利活動法人奈良ストップ温

暖化の会の項までを削り、同表特定非営利活動法人奈良芸能文化協会の項中「平成２５年

１月１日から平成３０年９月３０日まで」を「平成３０年１０月１日から平成３５年９月

３０日まで」に改め、同表特定非営利活動法人奈良国際協力サポーターの項及び特定非営

利活動法人宙
おおぞら

塾
じゅく

の項を削る。

　　　附　則

　（施行期日等）

１�　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奈良市個人市民税の控除

対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表の規定は、平成

３０年１０月１日から適用する。

　（経過措置）

２�　平成３０年９月３０日までにこの条例による改正前の奈良市個人市民税の控除対象と

なる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例（以下「旧条例」という。）

別表特定非営利活動法人アゴラ音楽クラブの項から特定非営利活動法人宙
おおぞら

塾
じゅく

の項までに

掲げる法人に対して支出された寄附金について奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第

－ 108 － － 109 －



１２号）第２４条の２第１項第２号の規定を適用する場合にあっては、旧条例別表の規

定は、なおその効力を有する。

　（提案理由）

　条例別表に規定する特定非営利活動法人の構成及び個人市民税の控除対象となる寄附金

の支出の期間の変更に伴い、所要の改正を行おうとするものである。

－ 110 － － 111 －



奈良市議案第９６号

奈良市営駐車場条例の一部改正について

　奈良市営駐車場条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市営駐車場条例の一部を改正する条例

　奈良市営駐車場条例（平成９年奈良市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

　第４条の見出しを「（利用料金等）」に改め、同条第１項中「駐車料金（以下「駐車料

金」という。）」を「利用料金を支払い、又は使用料」に改め、同項第１号中「別表第１

に定める駐車料金」を「次項に定める利用料金」に改め、同項第２号中「駐車料金」を「

使用料」に改め、同条第２項中「駐車料金」を「利用料金又は使用料（以下「駐車料金」

という。）」に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。

２�　利用料金は、別表第１に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定める額とする。

３�　地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利用料金を

当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

４�　指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免する

ことができる。

　第７条中「市長」の次に「又は指定管理者」を加える。

　第９条第１項中「き損」を「毀損」に改める。

　別表第１の１を次のように改める。

　１　駐車時間が２４時間以内の場合の利用料金の上限（定期利用を除く。）（１台につき）

駐車時間 利用料金の上限

午前６時から翌日午前０時３０分まで
の間に駐車する場合

２０分までごとにつき１００円（その額が
９００円を超える場合にあっては、９００
円）
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　別表第１の２中「駐車料金」を「利用料金の上限」に、「１，５００円」を「１，２０

０円」に改め、同表の３中「駐車料金」を「利用料金の上限」に、「１０，０００円」を「

１５，０００円」に改める。

　別表第２中「駐車料金」を「使用料」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市営駐車場条例別表第１の規定は、この条例の施行の日

以後の自動車の入庫及び定期利用の承認に係る利用料金から適用し、同日前の自動車の

入庫及び定期利用の承認に係る駐車料金については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場に利用料金制を導入し、料金体系の見直しを行お

うとするものである。

午前０時３０分を超えて駐車する場合 １，２００円

－ 112 － － 113 －



奈良市議案第９７号

平成２９年度奈良市水道事業会計
未処分利益剰余金の処分について

　平成２９年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金９７１，７７６，８１２円のうち、

６００，０００，０００円を水道老朽施設更新積立金に積み立て、また３００，０００，

０００円を自己資本金へ組み入れ、その残余を繰り越すものとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－112 － － 113 －



奈良市議案第９８号

財産の取得について

　消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１．物 品 の 表 示

２．契　約　金　額　　　　９８，９２８，０００円

３．契約の相手方　　　　兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

　　　　　　　　　　　　　株式会社モリタ関西支店

　　　　　　　　　　　　　　支店長　合田　努

名　称 種　　　　類 数　量

１ 消防ポンプ自動車 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ－Ｂ型 １　台

２ 消防ポンプ自動車 災害対応特殊消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型 １　台

－ 114 － － 115 －



奈良市議案第９９号

財産の取得について

　消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１．物 品 の 表 示

２．契　約　金　額　　　　２２，０３２，０００円

３．契約の相手方　　　　奈良市大宮町四丁目４５９番１

　　　　　　　　　　　　　奈良日産自動車株式会社奈良店法人営業課

　　　　　　　　　　　　　　課長　池田　昌浩

名　称 種　　　　類 数　量

救急自動車 高規格救急自動車 １　台

－ 114 － － 115 －



奈良市議案第１００号

町の区域の変更について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項及び同法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１７９条の規定により、県営ほ場整備事業田原南地区施行区域につい

て、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する、

同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から、本市内の区域の

うち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－116 － － 117 －
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奈良市議案第１０１号

町の区域の変更について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項及び同法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１７９条の規定により、県営ほ場整備事業田原南地区施行区域につい

て、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する、

同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から、本市内の区域の

うち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更する。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－118 － － 119 －



－ 120 － － 121 －
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奈良市諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　德
とく

　田
だ

　　健
けん

　　　　　　　　　　

－ 122 － － 123 －



履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　德　田　　健

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴

　　 　　

　　 　　

　　　　　　　 　　

　　 　　

　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　　　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　　　　

　　 　　

　　 　　

－ 122 － － 123 －



奈良市諮問第３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　石
いし

　巻
まき

　昌
まさ

　孝
たか

　　　　　　　　　　

－ 124 － － 125 －



履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　石　巻　　昌　孝

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　　　　　　　 　　

　　 　　

－ 124 － － 125 －



奈良市諮問第４号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成３０年９月３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　福
ふく

　田
だ

　恵
けい

　子
こ

　　　　　　　　　　

－ 126 － － 127 －



履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　福　田　　恵　子

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

　　 　　

－ 126 － － 127 －


